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 鈴鹿川水系の概要 第１章1 

 2 

 流域及び河川の概要 第１節3 

 4 

 流域及び河川の概要 第１項5 

 鈴鹿
す ず か

川
がわ

水系は、三重県
み え け ん

の北部に位置し、その源を三重県亀山
かめやま

市と滋賀県
し が け ん

甲賀市
こ う か し

の県境に位6 

置する高畑山
たかばたやま

（標高 773m）に発し、鈴鹿山脈からの幾つもの渓流を合わせながら、山間部を7 

東流し、加太
か ぶ と

川
がわ

等の支川を合わせて伊勢
い せ

平野
へ い や

に出て、東北に流下し、安楽
あんらく

川
がわ

を合わせ河口よ8 

り 5km 付近の地点で鈴鹿
す ず か

川派
が わ は

川
せん

を分派したのち、内部
う つ べ

川
がわ

を合わせ伊勢
い せ

湾
わん

に注ぐ、幹川流路延9 

長 38km、流域面積 323 ㎢の一級河川である。 10 

河床勾配は、源流から加太川合流点までの上流部は 1/50 以上の急勾配であり、加太川合流11 

点から井尻
い じ り

頭首工付近の中流部では 1/200～1/400 程度、井尻頭首工付近から河口までの下流12 

部では 1/700～1/1,100 程度の勾配である。 13 

流域の地形は、上流部は概ね鈴鹿山脈によって占められており、急峻な地形を有し、山間14 

をぬって渓谷が形成されている。中流部の亀山市街地周辺は、段丘上に平地が広がっており、15 

中流部から下流部にかけて、北側は鈴鹿山麓から発する扇状の台地が波状に重なり、南側は16 

河口まで沖積平野が広がっている。 17 

流域の地質は、山岳部は主に花崗岩類よりなり、一部、加太川上流に中新世鈴鹿層群加太18 

累層、御幣
お ん べ

川
がわ

上流に古生代秩父層群、三波川変成岩類がある。本川中流部及び安楽川、御幣19 

川にはさまれた地帯は、鮮新世奄
あ

芸
げ

層群で、御幣川、内部川にはさまれた地帯は沖積層で形20 

成されている。水源地一帯の砂岩、花崗岩類は風化が著しく、山崩れの素因となっており、21 

古くは江戸時代より砂防工事が実施されている。また、河床材料は風化した花崗岩によるマ22 

サ土で構成されているため、河川水は伏流しやすい状況にある。 23 

流域の気候は、年平均気温は 15℃程度で、全体的に温暖な気候を示している。流域内の平24 

均年間降水量は、山間部で 2,200mm 超、平野部で約 1,800～2,200mm である。 25 

また、鈴鹿山脈が西側に位置していることから、“鈴鹿おろし”と呼ばれる冬期の季節風26 

が強いことが知られている。 27 

鈴鹿川流域は、三重県四日市市
よ っ か い ち し

、鈴鹿市
す ず か し

、亀山市の 3 市からなり、流域の土地利用は山地28 

等が約 53％、水田や畑地等の農地が約 29％、宅地等の市街地が約 18％となっている。 29 

流域には、ＪＲ関西
かんさい

本線
ほんせん

、紀勢
き せ い

本線
ほんせん

、伊勢
い せ

鉄道
てつどう

、近鉄
きんてつ

名古屋
な ご や

線
せん

、新名神
しんめいしん

高速道路及び東名
ひがしめい

阪
はん

30 

自動車道、一般国道１号、一般国道 23 号、一般国道 25 号（名阪
めいはん

国道）等があり、この地方31 

の交通の要衝となっている。このように発達した交通網を背景に、四日市市の臨海部には石32 

油コンビナート群をはじめとした産業が発達し、鈴鹿市、亀山市では自動車産業や電子部品33 

等を中心とした工業が発達している。また、中流域の扇状の台地では緩やかな地形を利用し34 

た茶の栽培が盛んで県内有数の産地となっている。 35 

古来より鈴鹿川沿いは近江
お う み

・大和
や ま と

方面への重要な交通路として利用されており、古代の三36 

関のひとつである「鈴鹿の関」が置かれていた。また、鈴鹿川沿川には旧東海道が通り、宿37 

場町が開け、今も関宿
せきじゅく

の街並みなどが当時の面影を残している。 38 

このように、鈴鹿川流域はこの地方における社会・経済・文化の基盤を成している。 39 
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さらに、源流部は鈴鹿国定公園に指定され、石水
せきすい

渓
けい

や小岐須
お ぎ す

渓谷等の自然豊かな景勝地が1 

点在するなど、豊かな自然環境・河川景観にも恵まれていることから、鈴鹿川水系の治水・2 

利水・環境についての意義は極めて大きい。 3 

源流から加太川合流点までの上流部は、急峻な鈴鹿山脈に渓谷を刻みながら流下し、支川4 

の上流域に見られる石水渓、小岐須渓谷、宮妻
みやづま

峡といった豊かな渓谷美や、鈴鹿山の鏡岩
かがみいわ

、5 

筆捨山
ふですてやま

といった山岳景観に代表される特徴的な景観を形成している。植生はスギ・ヒノキの6 

人工林が大半を占めているが、標高の高い山岳部の一部にはブナの天然林が広がり、野
の

登
のぼり

山7 

のブナ林は三重県の天然記念物にも指定されている。このような山岳地帯には、国指定の特8 

別天然記念物であるニホンカモシカや県指定の天然記念物であるキリシマミドリシジミが生9 

息・繁殖しているほか、清流を好むアマゴやヒダサンショウウオ、モリアオガエルなどが生10 

息・繁殖している。 11 

加太川合流点から井尻頭首工付近の間の中流部は、鈴鹿山麓から発する扇状の台地が広が12 

っており、砂礫河原、瀬や淵などを形成しながら流れ、水際にはツルヨシが生育するなど、13 

自然豊かな環境が残されている。礫河床にはアユ、アカザ、オイカワ、ヨシノボリ類などが14 

生息し、砂礫河原にはイカルチドリ、イソシギなどの鳥類やカワラハハコなどの植物といっ15 

た砂礫河原に依存する生物が生息・生育・繁殖している。また、高水敷には河畔林が点在し、16 

竹林が繁茂しており、ヒヨドリなど、河畔林を利用する鳥類が生息・繁殖している。 17 

井尻頭首工より河口までの下流部では、砂州が発達し、高水敷には竹林が、水際にはツル18 

ヨシが繁茂している。このような環境を反映し、イカルチドリやシロチドリなど、砂地に依19 

存する鳥類が生息・繁殖しているほか、ツルヨシ等の草地にはカヤネズミやセッカが生息・20 

繁殖している。また、高水敷にはサギ類の集団休息場やムクドリのねぐらとなる河畔林が点21 

在している。さらに、鈴鹿川第一頭首工による湛水域が存在し、冬季にはカモ類の休息・採22 

餌場となっている。 23 

感潮区間である河口部は、ボラ、ビリンゴ、マハゼ等の汽水・海水魚が生息するほか、水24 

際の塩沼地にはアイアシ、シオクグ等の塩沼植物群落やヨシ群落が分布し、オオヨシキリや25 

アシハラガニ等が生息・繁殖している。また、砂浜にはコウボウムギ、ハマヒルガオなど河26 

口部の砂浜特有の植物が生育しており、鈴鹿川派川河口部では、ウミガメの産卵が確認され27 

ている。河口付近の干潟は、環境省による「日本の重要湿地 500」に選定されており、ゴカイ28 

やハクセンシオマネキ、ヤマトシジミ等の干潟特有の生物が生息・繁殖しているほか、冬季29 

にはカモ類、春季や秋季にはシギ・チドリ類が多く飛来し、鳥類の休息場や渡りの中継地と30 

なっている。 31 

大臣管理区間においては、堰等の横断構造物が多く存在し、魚道が未整備の施設や魚道機32 

能が低下している施設が存在することから、アユなどの回遊魚等の遡上・降下に影響を与え33 

ている。また、流水が伏流しやすく、流量減少時には瀬切れが発生しやすい特徴を有してお34 

り、淵やたまりは魚類の待避場として機能するほか、タカハヤ、カワムツ、メダカ等が生息35 

している。 36 

内部川においては、頭首工が連続し湛水域を形成している。また、河道内には砂礫河原が37 

発達し、水際にはツルヨシが繁茂しており、砂礫河原を好むシロチドリやイカルチドリなど38 

が生息・繁殖している。一方、特定外来生物であるアレチウリの進入・拡大も見られ、在来39 
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種への影響が懸念されているが、地域での駆除活動や出水での流出により、アレチウリの繁1 

茂面積は減少傾向である。 2 

安楽川においては、砂礫河原が発達し、水際にはツルヨシが繁茂している。また、左右岸3 

には竹林からなる河畔林が連続しており、サギ類の休息地として利用されている。一方、国4 

内外来種であるギギが生息しており、在来種で国指定の天然記念物であるネコギギの生息・5 

繁殖環境への影響が懸念される。 6 

水質については、鈴鹿川本川では鈴
れい

国
こく

橋
ばし

地点より上流が AA 類型、鈴国橋から河口までがＡ7 

類型に指定されており、BOD75％値は環境基準値を満足している。 8 

河川の利用については、上流部では豊かな自然環境を利用して、アユ、アマゴ等の釣り場9 

として利用されるとともに、初夏の新緑や秋の紅葉など渓谷美を楽しむ景勝地のため、散策10 

路やキャンプ場として多くの人々が利用している。中流部は、東海道で も長い畷
なわて

道
みち

である11 

大岡寺畷
たいこうじなわて

の桜並木が名所となっている。下流部の高水敷は、都市計画緑地として、グラウン12 

ドや公園が整備され、散策やスポーツ、レクリエーションの場として多くの人に利用されて13 

いる。河口部では、干潟と四日市コンビナートが隣接する独特の景観を形成し、川面に映る14 

コンビナートの夜景は写真撮影のスポットとなっている。 15 

 16 

 治水の沿革 第２項17 

鈴鹿川は多量の土砂流出により河道が安定せず、下流部では度々洪水による氾濫が発生し18 

た。この為、江戸時代より人々は上流部で崩壊地に石堤を設け（現在でいう砂防工事）、下流19 

部では築堤を行ってきた。しかし、右岸側は神戸城下であることから左岸堤の強化は許され20 

ず、この地域では命がけで左岸堤を嵩上げした女人
にょにん

堤防なる話が伝えられている。 21 

国による本格的な治水工事は明治末期に上流砂防事業に着手したことに端を発する 22 

その後、昭和 13 年(1938)8 月に、記録的豪雨により未曾有の災害をうけたことから、土石23 

流による河道上昇及び下流四日市周辺の軍需工場に対する洪水防御のため、昭和 17 年(1942)24 

に直轄改修河川として基準地点高岡の基本高水のピーク流量を 2,300 ㎥/ｓとし、河道で全て25 

対応する計画として直轄治水事業が始められた。さらに昭和 19 年(1944)には崩壊の著しい内26 

部川、鍋
なべ

川
かわ

の砂防事業も直轄工事に編入された。なお、砂防事業は昭和 44 年度(1969)の概成27 

を期に三重県に引き継がれている。 28 

治水事業はその後も昭和 17 年(1942)の計画流量を踏襲した昭和 28 年(1953)以降総体計画、29 

昭和 38 年(1963)以降総体計画に受け継がれ、引堤、築堤、河道掘削、高水敷造成などが行わ30 

れた。 31 

昭和 42 年(1967)に一級河川に指定され、昭和 43 年には従前の計画を踏襲する工事実施基32 

本計画が策定された。 33 

以上の治水事業により洪水に対する脅威の軽減に至ったが、流域の発展に伴う更なる安全34 

確保の必要性をうけて、昭和 46 年(1971)に基準地点高岡における基本高水のピーク流量を35 

3,900 ㎥/ｓとする工事実施基本計画の改訂が行われ、平成 20 年(2008)6 月に基準地点高岡に36 

おける基本高水のピーク流量を 3,900 ㎥/ｓとする河川整備基本方針が策定された。 37 

鈴鹿川及び鈴鹿川派川の河口部については、昭和 28 年(1953)9 月の台風による被害を受け38 

て、高潮対策事業が昭和 28 年(1953)から同 33 年(1958)にかけて実施されたが、昭和 34 年39 
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第３項 利水の沿革 1 

三重県北勢地方の鈴鹿山麓から伊勢湾にわたる広大な農業地帯の水田は、地区内の中小河2 

川、ため池などを水源としていたが、いずれも水量が乏しく安定した水源の確保が強く要望3 

されていた。特に山麓の畑地帯に至っては全く水源をもたず、雨水に依存せざるを得ない状4 

況であった。また、鈴鹿川は砂河川であるため、昔から渇水時には河川水が伏流し、表流水5 

が絶えるため、農業用水を確保するために河床掘削が必要になるなどの苦労があった。 6 

このため、鈴鹿川流域では、地下にトンネルを掘り、湧き出す地下水を導く「マンボ」と7 

呼ばれるこの地方特有の暗渠式の灌漑施設が設置されてきた。 8 

鈴鹿川における農業用水の取水は、鈴鹿川沿岸用水の取水量が も多く、三重県により実9 

施された同用水と水資源機構の管理による三重用水により水源の確保が図られている。 10 

鈴鹿川沿岸用水改良事業は、昭和 27 年度(1952)より県営事業として着工し、鈴鹿川右岸下11 

流の平野地帯の鈴鹿市と隣接する四日市市（旧楠町）の一部を合わせた区域に対するかんが12 

い用水の改良が行われ、昭和41年度(1966)に完了した。平成5年(1993)の水利権更新時には、13 

営農形態の変化に伴う取水時期の前倒しが行われ、三重用水からも補給を受けることとなっ14 

た。 15 

三重用水事業は、三重県北勢地域の鈴鹿山麓から伊勢湾にわたる地域の慢性的な水不足を16 

解消するため、農業用水の確保とこの地域の発展に伴い需要の増大が見込まれる都市用水の17 

供給を目的として、昭和 39 年度に着工された。木曽川水系を主とする流域外からの供給を含18 

む事業であり、平成 4 年度(1992)に完成し、平成 5 年度(1993)より、鈴鹿川沿岸用水の営農19 

形態の変化に伴う増量分について補給を行うと共に、鈴鹿市、四日市市などへ供給している。 20 

21 
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第４項 河川環境対策の沿革 1 

鈴鹿川流域の源流域は急峻な鈴鹿山脈などに囲まれ、石水渓や小岐須渓谷等の自然豊かな2 

景勝地が点在しており、その大半は鈴鹿国定公園に指定されているものの、安楽川、内部川3 

の源流付近では砂岩、花崗岩の風化が著しく、土砂流出が多くなっている。 4 

国による本格的な治水工事が明治末期から進められ、戦後は農業用水取水のため、鈴鹿川5 

沿岸用水改良事業により２箇所の頭首工が設置された。 6 

このような中、鈴鹿川の河川環境は変化してきたものの、現在も上流域ではキリシマミド7 

リシジミ、モリアオガエル等が生息し、また中流域では支川安楽川に国指定の天然記念物で8 

あるネコギギが生息するなど、良好な環境が残されている。さらに、河口部の干潟は、アイ9 

アシやシオクグ等の塩沼植物が生育するとともに、シギ・チドリ類の渡りの中継地となって10 

いることから、平成 11 年(1999)に環境省により「日本の重要湿地 500」に選定されている。 11 

鈴鹿川水系の大臣管理区間に設置されている取水堰等13施設（本川9施設、内部川4施設）12 

のうち、本川 6 施設に魚道が整備されているが、土砂堆積や落差が生じるなど、機能が低下13 

している施設も見られる。 14 

河川空間利用を見ると、本川の下流部では、内部川との合流点付近の比較的幅広い高水敷15 

を利用して鈴鹿川緑地（四日市都市計画緑地）が設けられており、野球場・サッカー場等の16 

施設が整備されている。また、中流部では、定五郎
さ だ ご ろ う

橋
ばし

から庄野
しょうの

橋
ばし

にかけて高水敷を利用した17 

鈴鹿川河川緑地（鈴鹿市都市計画緑地）が設けられており、野球場やパークゴルフ場等が整18 

備されているほか、水辺は体験学習や、水遊び等の場として利用されている。また、この鈴19 

鹿川河川緑地を起点として、サイクリングロードが下流 7km 付近にまで伸びている。このほ20 

かにも、各所に小規模な運動場などが整備されている。現在、高水敷の公園やグラウンド等21 

を中心に年間約 22 万人（平成 26 年度(2014)）の人が鈴鹿川を利用している。 22 

このような中、流域の都市化や人々の価値観の多様化にともない、河川の有している水と23 

緑のオープンスペースの利用に対する期待が急速に高まったことから、平成 2年(1990)に「鈴24 

鹿川水系河川環境管理基本計画」及び「鈴鹿川水系河川空間管理計画」を策定した。 25 

河川水質は、水質の代表的な指標である BOD75%値について見ると、鈴鹿川本川においては26 

環境基準を満足しており、良好な水質を保持している。 27 

 28 

29 



１-7 

第２節 現状と課題 1 

 2 

第１項 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 3 

鈴鹿川水系では、昭和 46 年(1971)に策定した工事実施基本計画及び平成 20 年(2008)に策4 

定した河川整備基本方針に基づき、堤防の新設、拡築及び護岸整備等を実施してきた。 5 

鈴鹿川、派川、内部川及び安楽川では、昭和 49 年(1974)7 月の集中豪雨により観測史上6 

大流量を観測し、鈴鹿川で越水し、支川内部川などで破堤氾濫が発生し、4,884 戸が浸水する7 

等の大きな被害が発生した。また、平成 24 年(2012)9 月の台風 17 号により、戦後 2位の雨量8 

を観測（高岡上流域平均）し、内水氾濫により 169 戸が浸水する等の被害が発生した。 9 

 10 
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鈴鹿川水系の大臣管理区間における堤防は、河川管理施設等構造令に基づく構造（以下、「計1 

画堤防断面」という。）で約 64％が整備されているものの、高さや厚みが不足する（以下、「今2 

後整備が必要な区間」という。）区間が約 36％残されている(平成 27 年(2015)3 月末現在)。 3 

堤防の浸透に対する安全性の観点から実施した詳細点検では、浸透に対する安全性を確保4 

するために対策が必要な区間の延長は、点検実施区間の約 66％（平成 26年(2014)3月末現在）5 

となっており、現在対策を行っている。 6 

大臣管理区間における許可工作物は、樋門・樋管 58 ヶ所、揚排水機場 12 ヶ所、堰・頭首7 

工 11 ヶ所、河底横過トンネル 5 ヶ所、伏せ越し 4 ヶ所、橋梁 60 ヶ所、鉄塔 2 ヶ所、集水埋8 

渠 1 ヶ所の計 153 ヶ所（平成 27 年（2015）3 月末現在）存在するが、桁下高不足等河川管理9 

施設等構造令に適合していない工作物は、橋梁 17 ヶ所となっている。 10 

高潮災害に対する堤防等の整備は、昭和 28 年(1953)9 月の台風 13 号の被害を契機に高潮対11 

策事業を実施したが、昭和 34 年(1959)の伊勢湾台風（台風 15 号）による高潮により、再度12 

被害が発生したため、伊勢湾台風と同規模の台風が満潮時に再来した場合における被害を防13 

止するため伊勢湾等高潮対策事業を実施し、昭和 38 年(1963)に竣工した。現在は竣工後約 5014 

年が経過したために、一部に経年的な堤防沈下による高さ不足や老朽化が見られ、適切な維15 

持管理が必要となっている。 16 

地震・津波については、「東海・東南海・南海地震」発生時の計画津波水位は、鈴鹿川及び17 

派川の高潮堤防高を下回るが、鈴鹿川流域は、東南海・東海地震防災対策推進地域に指定さ18 

れていること等から、基礎地盤の液状化による堤防の変形・沈下による被害の防止対策を実19 

施する必要がある。 20 

内水被害に対しては、昭和 49 年(1974)7 月の集中豪雨等による被害を踏まえ、低平地にお21 

ける排水強化を図るため直轄排水機場を 1機整備している。 22 

23 
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安楽川 右岸 

鈴鹿市和泉 0.0k～0.6k 付近 堤防裏法尻の補強 

鈴鹿市小田 0.6k～1.2k 付近 堤防天端の保護,堤防裏法尻の補強

鈴鹿市小田 1.6k～2.0k 付近 堤防天端の保護,堤防裏法尻の補強

平成 27 年(2015)12 月現在 1 

 2 

第２項 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 3 

鈴鹿川水系における河川の利用は、農業用水が約9割を占め、鈴鹿川沿岸用水による取水が4 

も多い。 5 

農業用水の取水件数は、444件（許可55件、慣行389件）で、 大約19.636㎥/sの取水が行6 

われ、かんがい面積約5,460haの農地へ供給している。水道用水の取水件数は、3件（許可27 

件、慣行1件）で約0.017㎥/sの取水が行われ、鈴鹿市、亀山市に供給している。工業用水は、8 

地下水や流域外の木曽川や長良川を水源とする北伊勢工業用水から供給しており、鈴鹿川水9 

系からの取水は行われていない。 10 

また、三重用水は、鈴鹿川の支川内部川及び御幣川の上流部で合わせて3.2㎥/sを取水し、11 

木曽川水系牧田川や員弁川等の流域外からの導水も含め、農業用水、水道用水、工業用水の12 

供給を行っている。 13 

鈴鹿川本川の大臣管理区間内では、許可水利権は13件、約7.00m3/sに及び、鈴鹿川第二頭14 

首工で 大3.74㎥/s、鈴鹿川第一頭首工で 大1.791㎥/sの取水量となっている。また、慣行15 

水利権は15件存在し、かんがい面積は許可慣行合わせて約2,710haに及ぶ。 16 

鈴鹿川高岡地点の昭和41年(1966)以降の流況は、昭和41年(1966)から平成25年(2013)まで17 

の48年間のうち、欠測年を除く平均で、低水流量は2.39㎥/s、渇水流量は0.50㎥/sであり、18 

10年に1回程度の規模の渇水流量は0.03㎥/sと極めて少なく、大臣管理区間全川を通じて瀬切19 

れが頻繁に発生している。 20 

流水管理については、関係者間において河川流況等の情報を相互に提供し、共有するとと21 

もに、適切な低水管理を行っている。また、渇水対策が必要となる場合においては、関係機22 

関及び地域住民へ渇水情報を提供するとともに水利使用者間による調整を図り、水融通を円23 

滑化することや、節水対策等を行うことが必要である。 24 

 25 

表 2.1 高岡地点流況表 26 

S41 年～H25 年の平均 

【48 年間】 

豊水流量 平水流量 低水流量 渇水流量 小流量 

9.55m3/s 4.63m3/s 2.39m3/s 0.50m3/s 0.16m3/s 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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 河川環境の整備と保全に関する事項 第３項1 

鈴鹿川には、多様な動植物の生息・生育・繁殖環境が形成されている。上流域では、標高2 

の高い山岳部の一部にはブナの天然林が広がり、国指定の特別天然記念物であるニホンカモ3 

シカや県指定の天然記念物であるキリシマミドリシジミが生息・繁殖しているほか、清流を4 

好むアマゴやヒダサンショウウオ、モリアオガエルなどが生息・繁殖している。 5 

中流部は、鈴鹿山麓から発する扇状の台地が広がっており、砂礫河原、瀬や淵などを形成6 

しながら流れ、水際にはツルヨシが生育し、礫河床にはアユ、アカザ、オイカワ、ヨシノボ7 

リ類などが生息しているほか、砂礫河原に依存するカワラハハコなどが生育するなど、自然8 

豊かな水際環境が残されている。 9 

下流部は砂州が発達し、イカルチドリやシロチドリなど、砂地に依存する鳥類が生息・繁10 

殖しているほか、ツルヨシ等の草地にはカヤネズミやセッカが生息・繁殖している。 11 

河口部には、干潟が形成され、アイアシ、シオクグ等の塩沼植物群落やヨシ群落が分布し、12 

冬季にはカモ類、春季や秋季にはシギ・チドリ類が多く飛来し、鳥類の休息場や渡りの中継13 

地となるほか、ハクセンシオマネキやヤマトシジミが生息している。また、砂浜にはコウボ14 

ウムギ、ハマヒルガオなど、河口部の砂浜特有の植物が生育し、鈴鹿川派川では、ウミガメ15 

の産卵が確認されている。 16 

河川の連続性を見ると、魚類ではアユなどの回遊魚が確認されているが、大臣管理区間に17 

おいては、堰等の横断構造物が多く、魚道が未整備の施設や魚道機能が低下している施設が18 

存在することから魚類等の移動の障害となっている。また、流量減少時には瀬切れが発生し、19 

魚類の移動や生息への影響が懸念される。 20 

鈴鹿川では、昭和50年代を中心として砂利採取が行われ、砂州・砂礫河原面積が減少して21 

いたが、近年は概ね安定している。また、砂州上に植生の繁茂が見られ、特に近年は外来種22 

であるシナダレスズメガヤが定着し、在来種への影響が懸念される。 23 

高水敷では竹林等の拡大が進んでおり、在来種への影響が懸念される。 24 

河川空間の利用については、高水敷に河川公園やグラウンドが整備され、地域が主体とな25 

ったイベントが開催されるなど、年間を通じて多くの市民に利用されている。また、沿川の26 

旧東海道沿いには様々な歴史的名所が存在している。特に大岡寺畷は東海道一の畷道で、明27 

治以降に植えられた桜並木が名所となっている。また、近年鈴鹿川河口は、四日市コンビナ28 

ートを望む夜景の景観スポットとなっている。 29 

鈴鹿川本川の河川水質は、BOD75%値は環境基準を満足しており、今後も良好な水質を維持30 

することが必要である。 31 

 32 

 33 

34 
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第４項 河川の維持管理に関する事項 1 

河川の維持管理は、災害の発生防止又は軽減、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の2 

維持、河川環境の整備などの目的に応じた管理、日常や洪水時の管理、河川管理施設の種類3 

に応じた管理など広範、多岐にわたっている。これらを効果的・効率的に維持管理する必要4 

がある。 5 

鈴鹿川水系の大臣管理区間延長は 41.2km（平成 27 年(2015)3 月末現在）である。堤防は、6 

繰り返される降雨、洪水、地震等自然現象や車両乗り入れ等の人為的行為の影響を受けて、7 

沈下・ひび割れ、構造物周辺の空洞化等の変状が不規則に発生し、放置すると変状が拡大し、8 

大規模な損傷となり、洪水時には損傷箇所からの漏水等により堤防が決壊する恐れがある。 9 

堤防等の変状の早期発見のために、適切な時期に堤防除草等を行い、定期的に点検を行う10 

とともに日常的に河川巡視等を行う。また、異常を発見したときは、必要に応じ適切な補修11 

を実施している。出水期の前、台風期前には堤防等の詳細な点検を行うほか、出水時、地震12 

時においても速やかに河川巡視、点検を行い、被害状況等の早期把握に努めている。 13 

鈴鹿川の高水敷は、管理区域面積（8,960 千 m2）の 10％を占め、そのうち 13％が民有地で14 

ある。これら高水敷の大半は荒地となっているため、沿川住民の利用が可能となるよう維持15 

管理に努めることが必要である。 16 

鈴鹿川では、水門 1箇所、樋門・樋管 9箇所、排水機場 1箇所、床止め 3箇所（平成 27 年17 

(2015)3 月末現在）がある。堤防と同様に、河川巡視等を日常的に行い、異常・損傷箇所の早18 

期発見に努めるとともに必要に応じ適切な補修を実施している。また、これらの施設の７割19 

は設置後３０年が経過しており、老朽化による機能低下及び周辺堤防を含む安全性の低下が20 

懸念されている。また、施設操作に関しては、洪水、高潮、津波等が発生した場合のバック21 

アップ機能の強化や操作員の安全確保の観点から、必要に応じ遠隔操作化や自動化等を進め22 

て行く必要がある。 23 

河道については、出水等による河岸の侵食、構造物周辺の洗堀等に対して、適切に維持管24 

理を行う必要がある。また、土砂堆積箇所や樹木が繁茂する箇所においては、洪水の流下等25 

に支障が生じないよう適切に維持管理を行う必要がある。 26 

鈴鹿川水系では、正確で迅速な情報を把握するため、雨量観測所 7 箇所、水位観測所 6 箇27 

所、樋門・樋管監視カメラを含む河川監視用 CCTV カメラ 26 箇所 29 台、光ケーブル 29km 等28 

により観測を行っている（平成 27 年(2015)3 月末現在）。これらから得られる情報は、治水・29 

利水・環境計画の立案や低水管理、水門、樋管等河川管理施設の操作、洪水予測、水防活動30 

等に必要なものであるため、維持更新を適切に行うとともに、ICT を活用した技術の導入等に31 

より効率的な運用を行っている。 32 

洪水による被害軽減のため、防災拠点等に盛土材や大型コンクリートブロック、大型土の33 

う袋等の水防資材を備蓄している。また防災拠点は、平常時には地域交流等の場として利用34 

されている。 35 

また、許可工作物は、道路橋や鉄道橋などの橋梁には、桁下高不足や径間長不足などによ36 

る河積阻害
か せ き そ が い

や橋梁の根入れ不足等の河川管理施設等構造令等の技術基準に適合していないも37 

のがある。数多く設置されている取水堰(頭首工)は、老朽化が見られ、洪水の安全な流下を38 
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著しく阻害しているものがあるため、これらの許可工作物については、今後も継続的に、施1 

設管理者による点検や適切な維持管理を促すとともに、河川管理者も施設管理者と合同での2 

定期的な現地確認や河川巡視による現地確認を実施し、必要に応じて施設の更新・改築等の3 

指導をしていく必要がある。 4 

洪水時に、河道や樋門・樋管等に堆積した土砂や流木等の流下物については、洪水の疎通5 

や、施設の機能に支障とならないよう、適宜除去を行っている。 6 

河川内には、大型ゴミや空き缶、空き瓶等の不法投棄も見られ、特に、平成 13 年(2001)47 

月の家電リサイクル法の施行後、家電リサイクル品（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）8 

の不法投棄が増加傾向にある。このため、今後とも関係機関と連携し、不法投棄の監視を行9 

っている。また、清掃美化活動「川と海のクリーン大作戦」、住民との協働による「河川愛護10 

モニター制度」等により地域の人々の河川に対する愛護精神を啓発していく。 11 

施設の能力を上回る洪水、津波、高潮等による被害の防止及び軽減を図るため、県、市等12 

の関係機関と「鈴鹿川洪水予報連絡会」、「三重四川災害対応連絡会」等に基づき、迅速な情13 

報伝達を行うことが必要である。また、水防管理団体は、3団体存在し、約 1,400 人の団員が14 

活動している（鈴鹿川水系大臣管理区間、平成 27 年(2015)4 月 1 日現在）が、団員の減少や15 

高齢化、水防意識の低下などが課題となっており、強化育成が必要である。 16 

雨量・水位情報は、洪水時等の非常時において、迅速かつ的確に情報を関係機関と共有で17 

きる体制の構築が必要である。洪水による被害軽減に向け、地方公共団体による洪水ハザー18 

ドマップの作成協力等、更に流域住民にわかりやすく判断しやすい情報提供を図る必要があ19 

る。 20 

鈴鹿川水系では、毎年のように水質事故が発生している。水質事故が発生した場合、汚濁21 

源情報の把握、情報連絡体制の迅速化に努める必要があるため、「三重四水系水質保全連絡協22 

議会」を設置し、情報連絡体制の充実、水質事故対策マニュアルに基づく下流への拡散防止23 

対策を実施している。 24 

地域と連携した取組については、美化活動などを通じて地域との連携、協働による川づく25 

りへの取組や仕組みの確立が必要である。また、近年では河川利用者などの水難事故が増大26 

しており、関係機関や地域と連携した対策が必要である。 27 

  28 
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第５項 最大クラスの地震・津波対策 1 

鈴鹿川流域は東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されており、地震と洪水とが同時2 

に発生する場合の想定や、中央防災会議で検討されている「南海トラフの巨大地震モデル」3 

を踏まえ、 大クラスの地震・津波に対しては住民の避難を軸とした総合的な津波対策を含4 

めた河川管理のあり方やその対策が求められている。 5 

 6 

第６項 気候変動の影響による課題 7 

近年、我が国においては、時間雨量50mmを超える短時間強雨や総雨量が数百ミリから千ミリ8 

を超えるような大雨が発生し、全国各地で毎年のように甚大な水害が発生している。 9 

さらに、地球温暖化に伴う気候変動の影響により、今後さらに、大雨や短時間強雨の発生頻10 

度、大雨による降水量などが増大することが予測されている。 11 

これにより、施設の能力を上回る洪水等が頻発するとともに、発生頻度は比較的低いが施設12 

の能力を大幅に上回る極めて大規模な洪水等が発生する懸念が高まっている。このため、様々13 

な事象を想定し対策を進めていくことが必要となっている。 14 

加えて地球温暖化に伴う動植物の生息・生育・繁殖環境の変化や森林などの植生変化も鈴鹿15 

川の河川環境と関係するため、関係機関と調整・連携しつつ、その変化のモニタリングと河16 

川環境へ与える影響の学術的知見を積み重ねていくことが求められている。 17 
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 河川整備計画の目標に関する事項 第３章1 

 2 

第１節 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 3 

洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止及び軽減に関する目標は、過去の水害の発生4 

状況、流域の重要度やこれまでの整備状況など、鈴鹿川水系の治水対策として計画対象期間5 

内に達成すべき整備水準、河川整備基本方針で定めた 終目標に向けた段階的な整備などを6 

含めて総合的に勘案し、以下のとおりとする。 7 

 8 

第１項 洪水（外水氾濫）対策 9 

洪水対策に関しては、河川整備基本方針に定めた目標に向けて、上下流の治水安全度のバ10 

ランス等を確保しつつ段階的かつ着実に河川整備を実施し、洪水氾濫による災害の発生の防11 

止又は軽減を図ることを目標とする。本計画に定める河川整備を実施することで、鈴鹿川高12 

岡地点及び派川は、戦後第 2位の降雨規模であった平成 24 年(2012)9 月洪水と同規模の降雨13 

の洪水が発生した場合においても、外水氾濫による家屋等の浸水被害の防止を図ることが可14 

能となる。安楽川は平成 5 年(1992)9 月洪水、内部川は平成 24 年(2012)9 月洪水と同規模の15 

洪水が発生した場合においても、外水氾濫による家屋等の浸水被害の防止を図ることが可能16 

となる。 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

図 ３.1 整備計画流量配分図 30 

 31 

 32 

第２項 内水対策 33 

内水対策に関しては、必要に応じて排水ポンプ等を整備し、家屋浸水被害の防止または軽34 

減を図ることを目標とする。 35 

なお、内水被害の状況や背後地の状況変化等により新たに内水対策の必要性が高まった地36 

区等については、内水の発生要因及びその処理方策について調査検討を行い、関係機関と連37 

携・調整し、必要に応じて内水対策を実施する。 38 

安楽川 内部川
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 1 

第３項 高潮対策 2 

高潮対策に関しては、本計画に定める河川整備を実施することで、昭和 34 年(1959)9 月に3 

発生した伊勢湾台風と同規模の台風が満潮時に再来した場合に、高潮による災害の発生を防4 

止することを目標とする。 5 

 6 

第４項 地震・津波対策 7 

津波対策に関しては、本計画に定める河川整備を実施することで、対象地点において現在8 

から将来にわたって考えられる 大級の強さを持つ地震動が発生した場合においても河川管9 

理施設の必要な機能を確保し、計画津波水位に対して海岸における防御と一体となって津波10 

による浸水被害の防止を図ることを目標とする。 11 

 12 

第５項 施設の能力を上回る洪水等への対応 13 

施設の能力を上回る洪水等が発生した場合においても、人命・資産・社会経済の被害をで14 

きる限り軽減することを目標として、施設の構造や運用等を工夫するとともに、関係機関と15 

連携して、円滑かつ迅速な避難の促進、的確な水防活動の促進、迅速な応急活動の実施、水16 

害リスクを考慮したまちづくり・地域づくりの促進を図ることにより、危機管理型ハード対17 

策とソフト対策を一体的・計画的に推進し、想定 大規模までの様々な規模の洪水等に対し、18 

人命・資産・社会経済の被害をできる限り軽減できるよう努める。 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

34 





３-4 

第３節 河川環境の整備と保全に関する事項 1 

第１項 多様な動植物の生息・生育・繁殖環境の保全・創出・再生 2 

鈴鹿川には、砂礫河原や砂州上に形成された自然植生、瀬淵、河口部の干潟などの環境に3 

重要種を含む多くの生物が生息している。これらの多様な動植物の生息・生育・繁殖環境に4 

ついて、経過監視により環境の変化を把握し、その保全・創出・再生を図る。 5 

具体的な保全の内容は以下のとおりとする。 6 

・鈴鹿川及び鈴鹿川派川の河口部において、シギ・チドリ類の渡りの中継地として利用さ7 

れ、ハクセンシオマネキ、ヤマトシジミが生息する干潟や、砂丘植物が生育し、ウミガメ8 

の産卵場として利用される砂浜、アイアシ、シオクグなどが生育する塩性湿地の保全・創9 

出・再生を図る。 10 

・中～下流部において、イカルチドリやシロチドリなどの鳥類やカワラハハコが生息・生11 

育・繁殖する砂州・砂礫河原が分布し、カヤネズミやセッカが生息・繁殖するツルヨシ等12 

の草地が分布することから、この様な環境の保全・創出・再生を図る。 13 

・アカザやカワヨシノボリ、スナヤツメなど、多様な魚類が生息する瀬淵の保全・創出・14 

再生を図る。 15 

・流量減少時には瀬切れが起こりやすいことから、瀬切れ発生時においても魚類が退避で16 

きるような淵やたまりの保全・創出・再生を図る。 17 

・チュウサギ、スズメ、ムクドリ等鳥類の休息場となる広葉樹林は、治水との調整を図り18 

ながら生物の生息環境の保全に配慮する。 19 

・河川環境に影響を与える外来種等については、定期的なモニタリングにより、継続的に20 

把握・監視を行っていくとともに、地域と連携し、駆除等の対策に努める。 21 

・関係機関と調整しながら、アユ等の遡上環境の改善に努める。 22 

 23 

第２項 良好な水質の保全 24 

良好な河川水質の維持のために、関係機関との連携・調整を図るとともに、経過監視等に25 

よる水質の保全に努める。 26 

また、水生生物調査等の活動を通じて、地域住民への水質についての啓発を行う。 27 

 28 

第３項 良好な景観の維持・形成 29 

鈴鹿川の水の流れによって形成される砂州に代表される河川景観や、渡り鳥の中継地とな30 

る河口部の干潟とコンビナートが隣接する独特の景観、東海道で も長い畷道で桜並木が名31 

所となっている大岡寺畷などの鈴鹿川を特徴づける景観場等の保全に努めるとともに、良好32 

な水辺景観について維持・形成に努める。 33 

 34 

第４項 人と河川の豊かなふれあいの場の確保 35 

鈴鹿川への関心を高めるため、鈴鹿川河川緑地などの憩いの場や交流の場として利用され36 

る既存の親水施設等の保全に努め、地域住民との連携による利活用を目指すと共に、良好な37 

まちと水辺が融合した空間形成の円滑な推進に努める。 38 

また、伊勢国分寺や伊勢国府、旧東海道等、この地域の中心地として栄えた歴史と深い関39 

わりをもつ流域として、歴史や文化にまつわる空間の保全・整備に努める。 40 
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 河川整備の実施に関する事項 第４章1 

 河川の整備に当たっては、「洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減」、「河川の適2 

正な利用及び流水の正常な機能の維持」及び「河川環境の整備と保全」のそれぞれの目標が調和3 

しながら達成されるよう、氾濫域の資産の集積状況、土地利用の状況等を総合的に勘案し、適正4 

な本支川、上下流及び左右岸バランスを確保しつつ整備を進め、洪水等による災害に対し、治水5 

安全度の向上を図る。その際、風土や景観、親水、動植物の生息・生育・繁殖環境等に配慮する6 

など、総合的な視点で順応的・段階的な整備を行う。 7 

さらに、河川整備の緊急性にも配慮しながら、河川整備により得られる効果・影響と費用を考8 

慮して計画的に河川整備を進めるとともに、調査・計画・施工・維持管理の一連の取組について、9 

河道掘削の際には、ＰＤＣＡサイクルの体系を構築し、維持管理で得られた知見を調査・計画に10 

フィードバックし、効率的かつ、環境や維持管理に配慮した河川整備を実施する。さらに、掘削11 

土等の発生材のリサイクルやコスト縮減に努める。 12 

なお、実施に当たっては、地域住民や関係機関との情報の共有を図るとともに、必要に応じて13 

学識経験を有する者の知見を踏まえて行う。 14 

 15 

 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該工事の施行により設置される河川第１節16 

管理施設の機能の概要 17 

 18 

 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 第１項19 

洪水等の災害の発生の防止又は軽減については、河川整備計画の目標流量の流下時に家屋20 

等の浸水被害を防止するため、流域の土地利用状況の変化を把握し、河道の経年変化を確認21 

しつつ、水位低下対策や堤防強化対策を実施する。 22 

実施に当たっては、近年の浸水被害の発生状況や改修の進捗状況等を総合的に勘案し、実23 

施する。 24 

さらに、地震・津波対策として、堤防等の耐震対策を実施する。 25 

26 
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内部川 

 
右岸 

四日市市采女 2.6k～3.0k 付近 堤防天端の保護 

四日市市采女 3.4k～5.0k 付近 堤防天端の保護 

安楽川 

左岸 

鈴鹿市西冨田 0.0k～0.4k 付近 堤防天端の保護 

鈴鹿市西冨田 0.6k～1.8k 付近 堤防天端の保護,堤防裏法尻の補強

右岸 

鈴鹿市和泉 0.0k～0.6k 付近 堤防裏法尻の補強 

鈴鹿市小田 0.6k～1.2k 付近 堤防天端の保護,堤防裏法尻の補強

鈴鹿市小田 1.6k～2.0k 付近 堤防天端の保護,堤防裏法尻の補強

＊平成 27 年 12 月時点における今後概ね 5 年間で実施する場所等を示したものであり、今後の河川の状況の変1 
化等により、変更することがある。 2 

3 
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 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 第２項1 

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する設定に向けた取組として、渇水時2 

の同時流量観測、表流水や伏流水、地下水との関連性調査などにより、伏没還元機構の把3 

握及び水利用実態調査、並びに流況の変化による魚類の移動状況の把握などの調査を行い、4 

正常流量設定に向けた検討を行う。 5 

 6 

 河川環境の整備と保全に関する事項 第３項7 

（1）多自然川づくりの推進 8 

鈴鹿川の河川整備及び維持管理にあたっては、治水上の安全性を確保しつつ、河川全体9 

の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来10 

有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出する「多自然川11 

づくり」を推進する。 12 

また、河川水辺の国勢調査の結果を計画に反映しながら、地域住民や関係機関と連携し、13 

鈴鹿川とその周辺の良好な河川環境の維持・保全・創出に努める。 14 

 15 

（2）多様な動植物の生息・生育・繁殖環境の保全・創出・再生 16 

鈴鹿川の多様な生態系を育む地域の環境に寄与する川づくりを推進する。 17 

河川整備において河川環境に影響を与える恐れがある場合には、その影響の低減を図る18 

ため、堤防、護岸、河道掘削等の施工形状、工法等の工夫に努める。特にシギ・チドリ類19 

が渡りの中継地として利用し、多様な底生動物の生息場となっている河口部干潟や砂丘植20 

物が生育しウミガメの産卵場として利用される砂浜について代替環境の創出に努める等、21 

良好な自然環境の保全・創出・再生を図る。また、流量減少時に瀬切れが発生しやすい区22 

間では、護岸整備や河道掘削の実施と併せて魚類等の退避場となる淵やたまりが形成され23 

るように配慮するとともに、地形変化や生物の生息状況を定期的にモニタリングし、継続24 

的な保全に努める。 25 

さらに、関係機関と連携し既設魚道の機能改善に努めるとともに、支川の魚道が設置さ26 

れていない取水堰については魚道整備により魚類遡上環境の改善に努める。 27 

 28 

（3）良好な水質の保全 29 

良好な河川水質の維持のために、引き続き関係機関との連携・調整を図るとともに、経30 

過監視等を行い、良好な水質の保全に努める。 31 

 32 

（4）人と河川の豊かなふれあいの推進 33 

① 良好な景観の維持・形成 34 

沿川自治体の景観計画との整合を図りながら、砂州に代表される河川景観や、渡り鳥の35 

中継地となる河口部の干潟とコンビナートが隣接する独特な景観、東海道で も長い畷道36 

で桜並木が名所となっている大岡寺畷などの鈴鹿川を特徴づける景観の保全に努めるとと37 

もに、地域の意見を聞きながら、まちづくりと一体となった水辺の景観の維持、形成に努38 

める。 39 
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 1 

② 河川利用の推進 2 

レクリエーション利用や身近な自然との触れ合い・憩いの場として活用される現状の河3 

川空間を維持するとともに、地域住民の利活用の促進を図るため、鈴鹿川緑地、鈴鹿川河4 

川緑地等の高水敷の公園、グラウンドや大岡寺畷の桜つづみなどの親水空間を活用したイ5 

ベントや体験学習等を通じて情報発信を行うとともに、地域住民との連携や住民間の交流6 

を創出する場となる空間形成の円滑な推進に努める。また、旧東海道等の歴史・文化にま7 

つわる空間の保全・整備に努める。 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

15 
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 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 第２節1 

河川の維持管理は、災害の発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持、河川2 

環境の整備と保全という目的に応じた管理、平常時から洪水時までの河川の状態に応じた管理、3 

堤防、排水機場、さらには河道といった河川管理施設の種類に応じた管理というように、その4 

内容は広範・多岐にわたる。そのため、鈴鹿川の河川特性を踏まえ計画的に河川の維持管理を5 

行えるよう、概ね 5 年間を対象に「鈴鹿川河川維持管理計画」を作成し、計画的に維持管理を6 

実施している。また、平常時より河川や河川管理施設について継続的・定期的に河川巡視、水7 

文・水質調査や河川縦横断測量等の調査等を行い、状況を把握した上で年度ごとに実施内容や8 

点検頻度を定め、計画的な河川管理施設の修繕等を実施している。今後は、その結果を基に河9 

川の状態を評価し、維持管理計画を見直し、サイクル型維持管理を継続して行う。また、河川10 

管理施設の老朽化対策を効率的に進めるため、施設状況等のデータ蓄積を図り、計画的かつ戦11 

略的な維持管理・更新を行う。なお、河川の維持管理を行うに当たっては、新技術の開発や活12 

用の可能性を検討するとともに、ライフサイクルコストの縮減に努める。 13 

災害の発生の防止又は被害軽減のために、河川管理施設等を監視・点検し、その機能を維持14 

するとともに、施設能力を上回る洪水や高潮が発生した場合を想定し、万が一災害が発生した15 

としても被害を 小限とするための危機管理対策を行う。 16 

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持のために、水量、水質の現状や渇水状況を把17 

握するとともに、渇水対策が必要な場合は、関係機関と連携し、水利使用の調整等を行う。 18 

河川環境の保全のために、水環境や自然環境の変化に配慮した維持管理を行う。 19 

これらは相互に関連する一体不可分のものであり、河川の維持管理に当たってはこれらを総20 

合的に勘案しつつ、地域住民や関係機関等と連携を図りながら実施する。 21 

 22 

 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 第１項23 

（1）水文・水理調査 24 

雨量、水位等の観測データ、レーダ雨量計を活用した面的な雨量情報や河川監視用 CCTV25 

カメラによる映像情報を収集・把握し、適切な河川管理を行うとともに、治水・利水計画26 

の検討、洪水時の水防活動、維持流量検討、河川環境の整備と保全のための基礎データの27 

収集を行う。また、施設の能力を上回る洪水等に対し、河川水位や河川流量等を観測でき28 

るよう観測機器の改良や配備の充実を図る。 29 

特に、リアルタイムの水位観測は、洪水時の洪水予報等の発表や市の避難勧告等発令の30 

判断の基となる情報であり、社会的影響が大きいため正確で確実な観測を行う必要がある31 

ため、観測施設、機器について定期的に点検する。 32 

 33 

（2）河川の測量・調査 34 

現況河道の流下能力、河床の変動状況を把握するため、定期的に縦横断測量等を実施す 35 

る。 36 

また、大規模な洪水の後など河道の変状が想定される場合、河川整備等により河川の縦37 

横断形を改変した場合、堰等の横断工作物を新たに設置した場合、地盤沈下等により河道38 
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の変状が想定される場合等については必要に応じて随時縦横断測量等を実施する。なお、1 

これらにより今後河道が大きく変動すると想定される区間においては、より高い頻度で測2 

量・調査し、変状の把握に努める。 3 

 4 

（3）河道の維持管理 5 

① 河床・河岸の維持管理 6 

洪水等により河道内に堆積した土砂が洪水の流下等に支障となる場合には、瀬・淵7 

等や動植物の生息・生育・繁殖環境等、水際部の多様性などの河川環境に及ぼす影響8 

に配慮し、堆積土砂撤去等の適切な措置を講じる。特に鈴鹿川の河口部では堆積傾向9 

にあることから河道変化を監視し、流下能力の維持に努める。 10 

また、鈴鹿川には耕作地等の堤外民地として利用されている高水敷もあることから、11 

治水上支障となる場合は、適切な指導を行う。 12 

頭首工、堰の改築・撤去、適切分派比の確保を実施する区間についても、土砂の堆13 

積状況や移動状況に考慮し、総合的な土砂管理の観点で、河床変動状況等について継14 

続的にモニタリングを行い適切な河道の維持に努める。 15 

なお、堤防の侵食対策として、必要な高水敷幅が確保されていない箇所、水衝部に16 

おける河岸の局所洗掘が発生する箇所及び堤防付近で高速流が発生する箇所において、17 

堤防等の安全性が脅かされるおそれがあることから、状況を監視し、必要に応じて高18 

水敷造成や護岸整備等の対策を実施するとともに、長期的な河床変動や河岸侵食に関19 

してモニタリングを行い、河道の維持管理に努める。 20 

 21 

② 河道内樹木の維持管理 22 

河道内の樹木の繁茂による河積阻害や洪水時の樹木流出等による河川管理施設への23 

影響等を防止するため、河川巡視等により樹木の繁茂の状況を監視し、河川環境への24 

影響を考慮した上で必要に応じ伐採等を行う。 25 

伐採した樹木の処理にあたっては、処分費のコスト縮減及び環境負荷の低減に資す26 

るため、チップ化や堆肥化等による有効活用を図る。 27 

 28 

（4）堤防の維持管理 29 

① 堤防の維持管理 30 

堤防や護岸の沈下、損傷状況や構造物周辺の空洞化等堤防の変状を早期に把握する31 

ため、点検や巡視等を行い、必要に応じて補修等を実施する。また、点検や巡視、水32 

防活動が円滑に行えるよう、管理用通路等を適正に維持管理する。 33 

出水等による漏水や河岸侵食、亀裂等により、堤防等の河川管理施設が損傷した場34 

合には、必要に応じて速やかに対策を実施する。 35 

 36 

 37 

 38 
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（6）水門等の老朽化対策 1 

水門等の経年劣化が進み、必要とする機能が得られなくなるおそれがある場合には、2 

診断を行い、補修・更新を行う。なお、施設更新にあたっては、施設の信頼性の向上や3 

長寿命化を図り、戦略的・計画的に部品の修理・交換及び施設の補修・更新を実施する。 4 

 5 

 6 

（7）許可工作物の適正な維持管理 7 

橋梁や樋門・樋管等の許可工作物は、老朽化等により機能や洪水時の操作に支障が生じ8 

るおそれがあるため、施設管理者と合同で定期的に確認を行うことにより、施設の管理状9 

況を把握し、定められた許可条件に基づき施設を良好な状態に保つよう、許可工作物の施10 

設管理者に対し、技術的基準を踏まえた適切な指導を行い、必要な機能の維持管理に努め11 

る。 12 

 13 

（8）不法行為に対する監督・指導 14 

不法占用等については、違反行為の是正・適正化を行うよう関係機関と連携・調整して15 

取り組む。 16 

 17 

（9）出水時等の情報伝達等 18 

① 水防警報、洪水予報等の発表 19 

鈴鹿川は昭和 42 年(1967)に「水防警報河川」に指定されていることから、出水時におけ20 

る水防活動の判断に資するため、水防管理団体等へ適切かつ迅速に水防警報の発表を行う。 21 

また、鈴鹿川と派川は平成 8 年(1996)に「洪水予報河川」、内部川は平成 21 年(2009)に22 

「水位周知河川」に指定されていることから、自治体の速やかな避難勧告等の発令に資す23 

るよう、津地方気象台と共同で作成する洪水予報を迅速かつ確実に発表し、洪水被害の防24 

止及び軽減に努める。 25 

これらの情報発信にあたっては、平常時に洪水対応演習等を実施することにより、水防26 

管理団体や関係機関への迅速な情報伝達に努めていくとともに、必要に応じて報道機関等27 

と連携を図り、地域住民への分かりやすい情報提供に努めていく。 28 

 29 

② 観測等の充実 30 

受け手の判断・行動に役立つ情報の整備とともに、それを確実に伝えるための体制づく31 

りが必要であるため、レーダー雨量観測を含む雨量情報及び水位情報、河川監視用 CCTV32 

カメラによる基準水位観測所等の主要地点の画像情報等について、光ファイバー網、河川33 

情報表示板等の情報インフラ、インターネット及び携帯端末、地上デジタル放送（データ34 

放送）等を積極的に活用し、分かりやすくかつ迅速に防災情報を提供する。 35 

また、洪水による河川水位の上昇、高潮による海面水位の上昇等の現象の進行に応じて36 

危険の切迫度が地域住民に伝わりやすくなるよう、これらの情報を早い段階から提供する。 37 

 38 
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③ 河川巡視等 1 

出水時には河川巡視等により堤防等の河川管理施設における異常の早期発見に努める。2 

重要水防箇所や老朽化した施設については重点的な点検を行い、特に浸透・侵食に関する3 

監視の強化を図る。 4 

また、漏水や河岸の侵食、堤体の亀裂等により堤防の安全性が損なわれる等、河川管理5 

施設の損傷を発見した場合には、速やかに関係自治体へ情報連絡するとともに、必要な対6 

策を実施する。なお、迅速な対策が行えるよう水防管理団体が行う水防活動等との連携を7 

図る。 8 

 9 

（10）堤防の決壊時の被害軽減対策の検討 10 

万一、堤防の決壊等の重大災害が発生した場合に備え、浸水被害の拡大を防止するため11 

の緊急的な災害復旧手順について事前に計画しつつ、氾濫水を速やかに排水するための対12 

策等の強化に取り組むとともに、必要な資機材の準備等、早期復旧のための体制の強化を13 

図る。また、平常時から、災害復旧に関する情報共有及び連絡体制の確立が図られるよう、14 

地方公共団体、自衛隊、水防団、報道機関等の関係機関との一層の連携を図る。 15 

大規模水害時等においては、自治体の災害対応全般にわたる機能が著しく低下するおそ16 

れがあるため、TEC-FORCE（Technical Emergency Control FORCE：緊急災害派遣隊）等が17 

実施する、災害発生直後からの被害状況調査、排水ポンプ車による緊急排水等の支援、自18 

治体への支援体制のより一層の強化を図る。 19 

 20 

（11）洪水・高潮浸水想定区域の指定、公表 21 

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水害による被22 

害の軽減を図るため、想定 大規模の洪水等が発生した場合に浸水が想定される区域を洪23 

水浸水想定区域として指定し、公表していく。 24 

また、高潮浸水想定区域については、自治体へ必要な支援・協力を行う。 25 

 26 

（12）水害リスクの評価・水害リスク情報の共有 27 

想定 大規模の洪水等が発生した場合でも人命を守ることを第一とし、減災対策の具体28 

的な目標や対応策を、関係する地方公共団体と連携して検討する。 29 

具体的には、浸水想定や水害リスク情報に基づき、浸水区域内の住民の避難のあり方を30 

検討した上で、避難困難者の対策として、早めの避難誘導や安全な避難場所及び避難路の31 

確保など、関係する地方公共団体において的確な避難体制が構築されるよう技術的支援に32 

努める。 33 

浸水想定区域内の要配慮者利用施設及び大規模工場等の所有者又は管理者が、避難確保34 

計画又は浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等をする際に、技術的な35 

助言や情報伝達訓練等による積極的な支援を行い、地域水防力の向上を図る。 36 

 37 
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（13）洪水氾濫に備えた社会全体での対応 1 

行政・住民・企業等の各主体が水害リスクに関する知識と心構えを共有し、氾濫した場合2 

でも被害の軽減を図るための、避難や水防等の事前の計画・体制、施設による対応が備えら3 

れた社会を構築していく。 4 

そのため、ソフト面では、三重県及び沿川の 3市と連携し、住民の避難を促すためのソフ5 

ト対策として、タイムラインの整備とこれに基づく訓練の実施、地域住民等も参加する危6 

険箇所の共同点検の実施、広域避難に関する仕組みづくりなどを進めていく。 7 

 8 

① 自治体による避難勧告等の適切な発令の促進 9 

 重要水防箇所等の洪水に対しリスクが高い区間について、自治体、水防団、自治会等と10 

の共同点検を確実に実施する。実施に当たっては、当該箇所における氾濫シミュレーショ11 

ンを明示する等、各箇所の危険性を共有できるよう工夫する。 12 

 また、避難勧告等の発令範囲の決定に資するため、堤防の想定決壊地点毎に氾濫が拡大13 

していく状況が時系列で分かる氾濫シミュレーションを自治体に提供するとともに、ホー14 

ムページ等で公表する。 15 

 さらに、洪水氾濫の切迫度や危険度を的確に把握出来るよう、洪水に対しリスクが高い16 

区間における水位計や河川監視用 CCTV カメラの設置等を行うとともに、上流の水位観測所17 

の水位等も含む水位情報やリアルタイムの映像を自治体と共有するための情報基盤の整備18 

を行う。 19 

 避難に関する計画が、河川管理者等が行う洪水時における水位等の防災情報を十分に活20 

用したものとし、広域避難も視野に入れ、避難勧告等に関するタイミングや範囲、避難場21 

所や避難勧告等、避難に関する計画について適切に定めることができるよう自治体と河川22 

管理者が参画した協議会等の仕組みを整備する。 23 

また、避難勧告等に着目したタイムライン（時系列の防災行動計画）の策定がなされるよ24 

う技術的な支援を行う。 25 

 26 

② 住民等の主体的な避難の促進 27 

 洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、氾濫による被28 

害の軽減を図るため、想定 大規模の洪水が発生した場合に浸水が想定される区域を洪水29 

浸水想定区域として指定し、公表する。公表に当たっては、多様な主体が水害リスクに関30 

する情報を多様な方法で提供することが可能となるよう、洪水浸水想定区域に関するデー31 

タ等のオープン化を図る。 32 

 また、想定 大規模の洪水により家屋が倒壊・流失するおそれがある区域（家屋倒壊危33 

険区域）を公表する。公表に当たっては、自治体等と連携し住民への周知を徹底する。 34 

 なお、スマートフォン等を活用した洪水予報等をプッシュ型で情報提供するためのシス35 

テムについて、双方向性も考慮して整備に努めるとともに、従来から用いられてきた水位36 

標識、サイレン等の地域特性に応じた情報伝達手段についても、関係する地方公共団体と37 

連携・協議して有効に活用する。 38 



４-18 

 1 

 2 

③ 防災教育や防災知識の普及 3 

学校教育現場における防災教育の取組を推進するために、教育委員会等に情報提供する4 

など支援するとともに、住民が日頃から河川との関わりを持ち親しんでもらうことで防災5 

知識の普及を図るために、河川協力団体等による河川環境の保全活動や防災知識の普及啓6 

発活動等の支援に努める。 7 

 8 

④ 的確な水防活動の促進 9 

水害による被害軽減のため、水防計画に基づき水防管理団体が行う水防活動に協力する。10 

水防管理団体や関係機関、河川管理者が連携し、出水期前に重要水防箇所の合同巡視や情11 

報伝達訓練、水防技術講習会、水防訓練等を実施し、水防上特に注意を要する箇所の周知12 

や水防技術の習得を図り、水防活動時の水防団員の安全確保を促すとともに、水防活動に13 

関する理解と関心を高め、洪水等に備える。また、住民の防災意識の向上のため、過去の14 

災害の経験、知識を生かした啓発活動を推進するとともに、地域住民、学校、企業等が災15 

害に対する意識を高め、洪水時等に自主的かつ適切な行動がとれるよう、ハザードマップ16 

を活用した避難訓練等の取組に対して必要な支援・協力を行う。また、多様な主体の参画17 

による水防体制の一層の充実を図るために水防協力団体制度等の普及に努める。 18 

また、災害情報普及支援室を窓口として、氾濫が生じた場合でも、円滑な避難を促進し、19 

人的被害の防止を図るために、想定 大規模の洪水等が発生した場合の浸水深、避難の方20 

向、避難場所の名称や距離等を記載した標識を関係自治体と適切な役割分担のもとで設置21 

するとともに、避難場所や避難経路の確保に向けた自治体の取組に対して技術的な助言等22 

の支援を行い、地域の水防力の向上を図る。 23 

堤防の漏水や河岸侵食に対する危険度判定等を踏まえて、重要水防箇所をきめ細かく設24 

定し、水防管理者に提示するとともに、的確かつ効率的な水防を実施するために、危険箇25 

所に水位計や河川監視用CCTVカメラを設置し、危険箇所の洪水時の情報を水防管理者に提26 

供する。また、水防資機材の備蓄、水防工法の普及、水防訓練の実施等を関係機関と連携27 

して行うとともに、平常時からの関係機関との情報共有と連携体制を構築するため、水防28 

協議会等を通じて重要水防箇所の周知、情報連絡体制の確立、防災情報の普及等を図る。 29 

広域的な災害等が発生した場合は、所有する排水ポンプ車や照明車、災害対策本部車等30 

により、各地方自治体への積極的な災害支援を実施する。 31 

さらに、洪水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上32 

緊急を要すると認めるときは、当該災害の発生に伴い浸水した水の排除のほか、高度の機33 

械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動（特定緊急水防活動）を行う。 34 

 35 
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 2 

（14）気候変動による影響のモニタリング 3 

地球温暖化に伴う気候変動の影響により洪水等の外力が増大することが予測されている4 

ことを踏まえ、流域の降雨量、降雨の時間分布・地域分布、流量、河口潮位等についてモ5 

ニタリングを実施し、経年的なデータ蓄積に努め、定期的に分析・評価を行う。 6 

 7 

（15）地震及び津波発生時の対応 8 

地震及び津波災害の発生時には、気象庁や県・市と連携し、河川監視用 CCTV カメラ等を9 

活用して情報の収集及び伝達を適切に実施する。 10 

管内で一定規模以上の地震が発生した場合には、安全性に十分留意しつつ、河川管理施11 

設等の状況把握、異常の早期発見のために巡視・点検を実施することで災害の防止を図る。12 

また、津波に対する操作が伴う水門等の河川管理施設については、津波発生時に操作員の13 

安全性を確保するとともに、迅速、確実な操作により被害の軽減に努める。 14 

さらに、平常時より地震を想定した被災状況等の情報収集・情報伝達手段を確保するほ15 

か、大規模地震を想定した訓練を実施する等、迅速な巡視・点検並びに円滑な災害復旧作16 

業に向け、関係機関との連携体制の強化を図る。 17 

 18 

      19 

20 
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 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 第２項1 

（1）適正な低水管理や水利用 2 

①合理的な水利用の促進 3 

流水の正常な機能を維持するため、関係機関と調整・連携を図り、既存施設の統廃4 

合などによる合理的な水利用の促進に向けた調査・検討を行う。 5 

 6 

②水利権の適正な見直し 7 

許可水利権については、水利権の更新時に行う水利審査において、使用水量の実態8 

や給水人口の動向、受益面積や営農形態等の変化を踏まえて水利権の見直しを適正に9 

行う。 10 

慣行水利権については、取水実態の把握に努め、取水施設の改築等の各種事業実施11 

の機会を捉えるなど、積極的に許可水利権化を進める。 12 

 13 

（2）渇水時の対応 14 

渇水時において、節水や水利調整を円滑に進められるよう、関係機関及び地域住民に対15 

し、雨量、流量、水質等の積極的な情報提供を行う。 16 

また、渇水対策が必要になる恐れのある場合には、河川管理者、水利使用者及び関係機17 

関が連携・調整を図り、水融通の円滑化や節水対策等を推進する。 18 

さらに、流量調査、水質調査、被害状況調査、生態系調査等を行い、渇水による影響の19 

把握に努める。 20 

 21 

第３項 河川環境の整備と保全関する事項 22 

（1）河川環境調査 23 

鈴鹿川の良好な動植物の生息・生育・繁殖環境の現状や経年変化を把握するため、「河川 24 

水辺の国勢調査」等の環境調査を定期的に継続して実施する。 25 

また、河川工事の実施箇所においては、必要に応じて学識経験者等の意見を聞きながら26 

モニタリング調査等を行う。 27 

 28 

（2）多様な動植物の生息・生育・繁殖環境の保全・再生 29 

動植物の生息・生育・繁殖の場の保全については、河口部特有の多様な生物の生息生育30 

場となっている干潟及び塩性湿地、中～下流部では鈴鹿川を特徴づける砂州・砂礫河原、31 

瀬淵環境について、地形変化や生物の生息状況を定期的にモニタリングしながら、保全・32 

再生を図っていく。また、流量減少時に瀬切れが発生した場合に魚類の退避場として機能33 

する淵やたまりの機能維持に努める。 34 

また、河川環境に影響を与える外来種については、定期的なモニタリングにより継続的35 

に把握・監視を行っていくとともに、地域と連携した駆除等の対策に努める。 36 

 37 
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 1 

（3）水質調査及び良好な水質の保全 2 

日々の河川巡視、定期的な水質調査により河川の水質を継続して監視する。また、イン3 

ターネット等を活用し広く情報提供を行ない水質改善を啓発するとともに、関係機関等と4 

連携し、流域一体となった水質の保全に努める。 5 

有害物質等の河川への流入は河川環境や取水等に著しい障害を発生させる。このような6 

水質事故の被害を 小限に食い止めるため、日常の河川巡視や地域住民からの情報の収集7 

等、地域と一体となった取組を強化する。さらに、｢三重四水系水質保全連絡協議会｣にお8 

いて関係機関と連携し、訓練や知識習得を継続的に実施するなど水質事故対策の技術向上9 

を図る。また、所要の水質事故対策資機材の備蓄を行う。 10 

水質事故発生時には、｢三重四水系水質保全連絡協議会｣を構成する関係機関と調整・連11 

携し、被害状況及び原因等情報の迅速な伝達と的確な対策を行い、被害の拡大防止を図る。 12 

 13 

（4）流下物及び投棄物対策 14 

洪水時の河道の流下阻害となる流木・ゴミ等の流下物は、適切に除去する。流木処分は15 

有効活用の推進に努める。 16 

また、洪水時に流出するゴミや流草木、不法投棄されたゴミ等の処理は、河川環境への17 

影響を低減するため、地域住民や自治体等関係機関と連携し、速やかな撤去処分に努める。18 

また、河川監視用 CCTV カメラの設置、河川巡視等により監視体制の強化を図り、不法投棄19 

マップの作成や看板設置等により不法投棄に対する地域住民への啓発活動を実施するとと20 

もに、必要に応じて車両の進入を阻止するなど、不法投棄の解消のため必要な取組を進め21 

る。 22 

 23 

（5）良好な景観の維持 24 

鈴鹿川水系を特徴づける自然景観や地域の歴史的・文化的な背景を踏まえ、河川が本来25 

有する良好な河川景観が維持・形成されるよう努める。 26 

河川敷地の占用や工作物の設置等の許可に際しては、本計画や「三重県景観計画」、地域27 

の景観計画との整合を図り、良好な景観の維持に努める。また、周辺景観との調和を図る28 

ため、必要に応じて周辺景観の誘導・規制等について関係機関と調整していく。 29 

 30 

（6）河川敷地の適正な利用の促進 31 

沿川に存在する史跡やまち並みと調和した水辺空間を保全・活用し、「鈴鹿川水系河川環32 

境管理基本計画」、「鈴鹿川水系河川空間管理計画」におけるゾーニングなどを踏まえ、地33 

域住民や関係機関などと連携し、バランスのとれた自然環境の保全と河川空間の適正な保34 

全・利用を図る。 35 

さらに、河川利用マナー向上、マナー遵守の啓発等、河川空間利用の向上を図るととも36 

に、必要に応じて河川利用者とのルールづくりなどの取組により、適正な河川利用の推進37 

を図る。 38 
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 1 

（7）河川利用の安全対策 2 

河川の安全な利用の向上を目指して、危険箇所の把握、解消及び注意喚起等に努めると3 

ともに、「三重四川安全な河川敷地利用のための協議会」を構成する関係機関と調整・連携4 

し対策を実施する。 5 

また、河川は、増水時には急激な水位上昇や速い流れが発生するなど、様々な危険性が6 

内在している。安全な河川敷利用・水面利用の推進にあたっては、河川利用者一人一人が、7 

安全利用のための留意事項、危険を回避する手段等を認識した上で利用することが重要で8 

あり、河川利用者等への啓発活動の推進に努める。 9 

 10 

（8）地域との協働による維持管理の推進 11 

流域の豊かな自然環境を保全しつつ、より良い河川環境を実現していくため、水生生物12 

調査などの環境教育や自然体験を通して、地域住民が身近な自然である鈴鹿川に親しむた13 

めの活動を地域住民や NPO などの関係機関と一体となって実施する。 14 

流域沿川に暮らす地域住民が鈴鹿川に誇りや親しみを持ち、より良い河川環境を実現し15 

ていくため、河川愛護団体等とパートナーシップを確立するとともに、河川愛護団体や地16 

域住民等と協働して河川清掃活動や、河川利用者に対する河川愛護啓発活動など地域住民17 

等の自主的な参画による活動を促進し、地域と一体となった河川管理を推進する。 18 

 19 

 20 

 21 

 22 
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